
つ、症状軽快から24時間経過

するまでの間は外出を控える 

○発症後10日間が経過す

るまでは、マスクを着用し高

齢者等との接触は控える 

また、濃厚接触者として保

健所から特定されることはな

くなり、外出自粛を要請され

ることはなくなりました。 

家族や同居者が新型コロナ

ウイルスに感染した場合は、

可能であれば部屋を分け、感

染者の世話はできるだけ限ら

れた人のみで行うことなどに

注意する必要があります。ま

た、感染者の発症日を０日と

して、特に５日間は自身の体

調に注意し、７日目までは発

症する可能性があるため、マ

スク着用等の感染対策や周囲

への配慮が必要です。 

  

◆医療提供体制について 

これまでは新型コロナウイ

ルスに感染した場合、限られ

た医療機関でのみ受診可能で

したが、５月８日以降は、幅

広い医療機関での受診が可能

になります。また、ＰＣＲ検

査や入院・外来の医療費につ

いては、季節性インフルエン

ザなどと同様に健康保険が適

用され、１割から３割の自己

負担が基本となります。 

また、新型コロナウイルス

感染症に係る傷病手当金につ

いては、これまでは療養担当

者意見欄（申請書４ページ目）

の証明の添付が不要でした

が、５月８日以降の申請につ

いては、医師の証明が必要と

なりますので注意が必要で

す。 
【厚生労働省「新型コロナウイル

ス感染症の５類感染症移行後の対応

について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/

corona5rui.html 

 

【全国健康保険協会「新型コロナ

ウイルス感染症に係る傷病手当金の

申請について」】 

https://www.kyoukaikenpo.o

r.jp/event/cat550/covid_19/s

hinsei/ 

 

 

６月の税務と労務の手続期

限［提出先・納付先］ 
 

１日 

○ 労働保険の年度更新手続

の開始＜7 月 10 日まで

＞［労働基準監督署］ 

 

１２日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴

収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

 

３０日 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第 1 期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離職

の翌月末日＞［公共職業

安定所］ 

 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

談した際の職場の対応は「被

害者へのヒアリング」の割合

が多く、行為者への処分とし

ては、「けん責（口頭又は文

書での注意等）」が 62.5％

で最多、次いで「配置転換」

29.4％、「出勤停止」

11.3％、「降格」11.0％が

続いています。被害者への対

応は、「加害者を配置転換さ

せる等当事者間を引き離すよ

う人事上の配慮をした」が 

58.6％で最多、「被害者の精

神的なショックが大きかった

ため、メンタルケアを行っ

た」28.8％、「加害者から被

害者への謝罪をあっせんし

た」25.2％となっていま

す。 

 

◆難しい対応を迫られる 

ハラスメント事案が発生

し、当事者や第三者への事実

確認のヒアリングを行ったも

のの、判断に迷うというケー

スは少なくありません。その

後の対応がさらなるトラブル

を生む可能性もあります。企

業としては、状況を踏まえて

引き続き適切な対応を検討

していく必要があるでしょ

う。 

【東京都産業労働局「職場のハ

ラスメント防止への取組等 企業に

おける男女の雇用管理に関する調

査」】 

https://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/k

oyou/1be96aac53912c555a

ea1ea55f8330e8.pdf 

 

 

新型コロナウイルス感染症

の５類感染症移行後の対応 

 

◆５類移行に伴う新型コロ

ナに対する考え方は？ 

５月８日から、新型コロナ

ウイルス感染症は感染症法

上の位置づけを「５類感染

症」に引き下げ、マスクの着

用や外出自粛の要請は季節

性インフルエンザと同様に、

企業や個人に委ねられるこ

とになりました。 

そのうえで、厚生労働省

は、新型コロナウイルスに感

染した場合、これまでの分析

結果や諸外国の事例を踏ま

え、以下を推奨しています。 

○発症後５日を経過し、か

ハラスメントが起きたとき

の職場の対応は？ 

 

◆企業におけるハラスメン

ト対応 

 改正労働施策総合推進法

の施行により、令和２年６月

（中小企業では令和４年４

月）から職場のパワハラ防止

対策が義務化され、多くの企

業ではハラスメント防止対

策に一層取り組んでいると

ころです。 

労働者側のハラスメント

への意識も高まっているこ

とで、現場では様々なハラス

メント事案への対応に迫ら

れる機会も増えていること

でしょう。 

 

◆ハラスメントが起きたと

きの対応 

実際にハラスメント事案

が発生した場合の対応につ

いては、最も悩ましいとこ

ろです。東京都産業労働局

「職場のハラスメント防止

への取組等 企業における男

女の雇用管理に関する調

査」によれば、従業員が相
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